
９ 食 鳥 肉 衛 生 事 業
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区分

許可・届出

食鳥処理の事業許可件数

届出食肉販売業の届出件数

（単位：羽）

　　　　　種　類

年　度

29 1,397,085 0 1,397,085

（単位：羽）

　　　　　種　類

年　度

29 55,698 333,349 4,488 393,535

（単位：羽）

　　　　　種　類

機　関

中央食肉衛生検査所管内 0 0 0

東総食肉衛生検査所管内 1,397,085 0 1,397,085

南総食肉衛生検査所管内 0 0 0

計 1,397,085 0 1,397,085

（単位：羽）
　　　　　種　類

機　関

中央食肉衛生検査所管内 3,394 0 331 3,725

東総食肉衛生検査所管内 44,784 332,403 4,157 381,344

南総食肉衛生検査所管内 7,520 946 0 8,466

計 55,698 333,349 4,488 393,535

９  食鳥肉衛生事業

ブロイラ－

ブロイラ－

ブロイラ－

表２－２　食鳥確認羽数

（３）　地区別、種類別食鳥検査羽数及び食鳥確認羽数

成鶏

表３－１　食鳥検査羽数

　食鳥肉に起因する衛生上の危害を防止することを目的として、平成２年６月２９日に「食鳥処理

の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」が、公布された。

　食鳥検査は、平成４年４月１日から開始され、平成２9年度の食鳥検査羽数は、1,397,085羽で

あった。

　また、年間処理羽数３０万羽以下の認定小規模処理施設の確認羽数は、393,535羽であった。

　平成２9年度末時点、本県で食鳥処理の事業許可施設は１７件、届出食肉販売業の届出は0

件である。

表１　食鳥処理の事業の許可及び届出食肉販売業の届出件数
（１）　食鳥処理の事業の許可

年間処理羽数が
30万羽を超える施設

年間処理羽数が
30万羽以下の施設

1 16

0

計

計成鶏

表３－２　食鳥確認羽数

成鶏 その他ブロイラ－

計

成鶏 その他 計

表２－１　食鳥検査羽数
（２）　食鳥検査羽数及び食鳥確認羽数
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禁止
全部
廃棄

一部
廃棄

禁止
全部
廃棄

一部
廃棄

禁止
全部
廃棄

一部
廃棄

10,345 11,961 19,702 10,345 11,961 19,702

0.74% 0.86% 1.41% 0.74% 0.86% 1.41%

鶏痘

伝染性気管支炎

伝染性喉頭気管炎

ニューカッスル病

鶏白血病

封入体肝炎

マレック病 125 125

その他

大腸菌症 1,612 1,612

伝染性コリーザ

サルモネラ症

ブドウ球菌症

その他

毒血病

膿毒症

敗血症 3,797 3,797

真菌症

原虫病
（トキソプラズマ病をのぞく）

寄生虫病

変性 1,647 440 1,240 1,647 440 1,240

尿酸塩沈着症

水腫 936 936

腹水症 5,010 5,725 5,010 5,725

出血 14,553 14,553

炎症 4,779 4,779

萎縮 2 2

腫瘍 1 1

臓器の異常な形等 43 43

異常体温

黄疸

外傷 82 27 344 82 27 344

中毒諸症

削痩及び発育不良 3,376 160 3,376 160

放血不良 94 46 94 46

湯漬過度 136 28 136 28

その他

10,345 11,961 21,897 10,345 11,961 21,897

1,397,085

表４　食鳥検査羽数及び疾病別処分数比較表

（４）　食鳥検査結果

食鳥検査数　(A)

種類 ブロイラー

1,397,085

計成鶏

計

処分率　(B)÷(A)

処分実羽数　(B)

処分内容

ウ
イ
ル
ス
・
ク
ラ
ミ
ジ
ア
病

細
菌
病

そ
の
他
の
疾
病

疾
病
別
羽
数
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所管 食鳥処理施設名称 食鳥処理業者名 施設所在地
ブロイラー
（単位：羽）

成鶏
（単位：羽）

計
（単位：羽）

年間開場日
数

（日）

１日検査羽
数

（単位：羽）

丸トポ－トリ－食品（株）

　代表取締役　中川　次郎

1,397,085 0 1,397,085 256 5,458

（５）　平成２9年度食鳥検査状況

合　計

1,397,085 5,4581,397,085 256
香取市大倉
5708-2

東
総

丸トポ－トリ－食品（株）
関東支店
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